
 

○嬬恋村特産品開発支援事業補助金交付要綱 

平成27年10月５日 

告示第58号 

改正 平成28年３月31日告示第33号 

平成31年３月１日告示第32号 

令和４年７月19日告示第87号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、嬬恋村に関する特産品の開発及び改良等を促進することにより、地域

の活性化、嬬恋村の知名度向上を図ることを目的として、特産品の開発及び改良等に対し

て、予算の範囲内において事業費の一部を補助することについて、嬬恋村補助金等に関す

る規則（平成８年嬬恋村規則第８号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。 

（定義） 

第２条 この要綱において特産品とは、嬬恋村の産品を用いて加工又は製造され、嬬恋村の

魅力を発信することができる農林水産加工品等をいう。 

（補助対象事業者） 

第３条 補助金の交付対象は、村内を活動拠点とする地域活動団体及び村内を所在地とする

高等学校、その他村長が適当と認める団体とする。 

（補助対象事業） 

第４条 補助の対象となる事業は、特産品の開発及び改良に関する事業とする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は次に掲げるとおりとする。 

(1) 地域活動団体等 補助率１／２ 補助限度額50,000円 

(2) 高等学校 補助率10／10 補助限度額50,000円 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下、「申請者」という。）は、補助金交付申

請書（様式第１号）及び関係書類を村長に提出しなければならない。 

（交付決定） 

第７条 村長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を

決定し、補助金交付・不交付決定通知書（様式第２号）により申請者に通知しなければな

らない。 



 

（補助事業の変更又は中止申請） 

第８条 前条の規定により交付決定を受けた者（以下、「交付決定者」という。）は、補助

金の交付決定後、補助事業の内容に著しい変更が生じたとき、又は補助事業を中止すると

きは、速やかに補助金変更・中止承認申請書（様式第３号）及び関係書類を村長に提出し、

承認を受けなければならない。 

（補助事業の変更交付決定） 

第９条 村長は、前条の規定により変更または中止申請があったときは、速やかに書類等の

審査を行い、補助金交付変更・中止承認書（様式第４号）により交付決定者に通知しなけ

ればならない。 

（実績報告等） 

第10条 交付決定者は、補助事業が完了した後、速やかに（事業終了後30日以内）補助事

業実績報告書（様式第５号）及び関係書類を村長に提出しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第11条 村長は、前条の規定により実績報告があったときは、その内容を審査し、補助金

額を確定し、補助金確定通知書（様式第６号）により交付決定者に通知しなければならな

い。 

（交付請求） 

第12条 交付決定者は、前条の規定による確定通知を受けたときは、補助金請求書（様式

第７号）により、補助金の請求を行うものとする。 

（補助金の交付） 

第13条 村長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するもの

とする。 

（補助金の交付決定の取り消し及び返還） 

第14条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取

り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されていると

きは、村長はその全部又は一部を返還させることができる。 

(1) 嬬恋村補助金等に関する規則（平成８年嬬恋村規則第８号）及び本要綱に違反した

時 

(2) 村長に提出した書類及び報告に偽りがあった時 

(3) その他補助事業の施工について、不正な行為があった時 

（その他） 



 

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。 

附 則 

１ この告示は、平成27年４月⒈日から施行する 

２ この告示は、令和７年３月31日限りその効力を失う 

附 則（平成28年告示第33号） 

この告示は、平成28年３月31日から施行する。 

  附 則（平成31年告示第32号） 

この告示は、平成31年４月１日から施行する。 

  附 則（令和4年告示第87号） 

この告示は、交付の日から施行し、改正後の嬬恋村特産品開発支援事業補助金交付要綱の

規定は令和4年4月1日から適用する。 

 


